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12章 3 気象関連法令集 

気象業務法、気象業務施行令、気象業務施行規則、災害対策基本法、水防法、消防法の主要

な条文をそのまま掲載しました。気象予報士試験に関係がないと思われる箇所は省略してい

ます（2021年7月現在）。 

 

 

1 気象業務法（平成31年4月1日施行

（平成29年法律第41号）改正） 

●第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この法律は、気象業務に関する基

本的制度を定めることによつて、気象業

務の健全な発達を図り、もつて災害の予

防、交通の安全の確保、産業の興隆等公

共の福祉の増進に寄与するとともに、気

象業務に関する国際的協力を行うことを

目的とする。 

（定義） 

第 2 条 この法律において「気象」とは、

大気（電離層を除く。）の諸現象をい

う。 

2 この法律において「地象」とは、地震及

び火山現象並びに気象に密接に関連する

地面及び地中の諸現象をいう。 

3 この法律において「水象」とは、気象又

は地震に密接に関連する陸水及び海洋の

諸現象をいう。 

4 この法律において「気象業務」とは、次

に掲げる業務をいう。 

一 気象、地象、地動及び水象の観測並び

にその成果の収集及び発表 

二 気象、地象（地震にあつては、発生し

た断層運動による地震動（以下単に「地

震動」という。）に限る。）及び水象の

予報及び警報 

三 気象、地象及び水象に関する情報の収

集及び発表 

四 地球磁気及び地球電気の常時観測並び

にその成果の収集及び発表 

五 前各号の事項に関する統計の作成及び

調査並びに統計及び調査の成果の発表 

六 前各号の業務を行うに必要な研究 

七 前各号の業務を行うに必要な附帯業務 

5 この法律において「観測」とは、自然科

学的方法による現象の観察及び測定をい

う。 

6 この法律において「予報」とは、観測の

成果に基く現象の予想の発表をいう。 

7 この法律において「警報」とは、重大な

災害の起るおそれのある旨を警告して行

う予報をいう。 

8 この法律において「気象測器」とは、気

象、地象及び水象の観測に用いる器具、

器械及び装置をいう。 

（気象庁長官の任務） 

第 3 条 気象庁長官は、第 1 条の目的を達

成するため、次に掲げる事項を行うよう

に努めなければならない。 

一 気象、地震及び火山現象に関する観

測網を確立し、及び維持すること。 

二 気象、地震動、火山現象、津波及び

高潮の予報及び警報の中枢組織を確立

し、及び維持すること。 

三 気象、地震動及び火山現象の観測、

予報及び警報に関する情報を迅速に交

換する組織を確立し、及び維持するこ

と。 
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四 地震（地震動を除く。）の観測の成

果を迅速に交換する組織を確立し、及

び維持すること。 

五 気象の観測の方法及びその成果の発

表の方法について統一を図ること。 

六 気象の観測の成果、気象の予報及び

警報並びに気象に関する調査及び研究

の成果の産業、交通その他の社会活動

に対する利用を促進すること。 

●第 2 章 観測 

（気象庁の行う観測の方法） 

第 4 条 気象庁は、気象、地象、地動、地

球磁気、地球電気及び水象の観測を行う

場合には、国土交通省令で定める方法に

従つてするものとする。 

（観測等の委託） 

第 5 条 気象庁長官は、必要があると認め

るときは、政府機関、地方公共団体、会

社その他の団体又は個人に、気象、地

象、地動及び水象の観測又は気象、地

象、地動及び水象に関する情報の提供を

委託することができる。 

（気象庁以外の者の行う気象観測） 

第 6 条 気象庁以外の政府機関又は地方公

共団体が気象の観測を行う場合には、国

土交通省令で定める技術上の基準に従つ

てこれをしなければならない。但し、左

に掲げる気象の観測を行う場合は、この

限りでない。 

一 研究のために行う気象の観測 

二 教育のために行う気象の観測 

三 国土交通省令で定める気象の観測 

2 政府機関及び地方公共団体以外の者が次

に掲げる気象の観測を行う場合には、前

項の技術上の基準に従つてこれをしなけ

ればならない。ただし、国土交通省令で

定める気象の観測を行う場合は、この限

りでない。 

一 その成果を発表するための気象の観

測 

二 その成果を災害の防止に利用するた

めの気象の観測 

3 前 2 項の規定により気象の観測を技術上

の基準に従つてしなければならない者が

その施設を設置したときは、国土交通省

令の定めるところにより、その旨を気象

庁長官に届け出なければならない。これ

を廃止したときも同様とする。 

4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確

立するため必要があると認めるときは、

前項前段の規定により届出をした者に対

し、気象の観測の成果を報告することを

求めることができる。 

第 7 条 船舶安全法（昭和 8 年法律第 11

号）第 4 条の規定により無線電信を施設

することを要する船舶で政令で定めるも

のは、国土交通省令の定めるところによ

り、気象測器を備え付けなければならな

い。 

2 前項の船舶は、国土交通省令で定める区

域を航行するときは、前条第 1 項の技術

上の基準に従い気象及び水象を観測し、

国土交通省令の定めるところにより、そ

の成果を気象庁長官に報告しなければな

らない。 

第 8 条 第 16 条の航空予報図の交付を受け

た航空機は、航行を行う場合には、その

飛行中、国土交通省令の定めるところに

より、気象の状況を気象庁長官に報告し

なければならない。 

2 前項の航空機は、その航行を終つたとき

は、国土交通省令の定めるところによ

り、その飛行した区域の気象の状況を気

象庁長官に報告しなければならない。 
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（観測に使用する気象測器） 

第 9 条 第 6 条第 1 項若しくは第 2 項の規

定により技術上の基準に従つてしなけれ

ばならない気象の観測に用いる気象測

器、第 7 条第 1 項の規定により船舶に備

え付ける気象測器又は第 17 条第 1 項の規

定により許可を受けた者が同項の予報業

務のための観測に用いる気象測器であつ

て、正確な観測の実施及び観測の方法の

統一を確保するために一定の構造（材料

の性質を含む。）及び性能を有する必要

があるものとして別表の上欄に掲げるも

のは、第 32 条の 3 及び第 32 条の 4 の規

定により気象庁長官の登録を受けた者が

行う検定に合格したものでなければ、使

用してはならない。ただし、特殊の種類

又は構造の気象測器で国土交通省令で定

めるものは、この限りでない。 

（観測成果等の発表） 

第 11 条 気象庁は、気象、地象、地動、地

球磁気、地球電気及び水象の観測の成果

並びに気象、地象及び水象に関する情報

を直ちに発表することが公衆の利便を増

進すると認めるときは、放送機関、新聞

社、通信社その他の報道機関（以下単に

「報道機関」という。）の協力を求め

て、直ちにこれを発表し、公衆に周知さ

せるように努めなければならない。 

●第 3 章 予報及び警報 

（予報及び警報） 

第 13 条 気象庁は、政令の定めるところに

より、気象、地象（地震にあつては、地

震動に限る。第 16 条を除き、以下この章

において同じ。）、津波、高潮、波浪及

び洪水についての一般の利用に適合する

予報及び警報をしなければならない。た

だし、次条第 1 項の規定により警報をす

る場合は、この限りでない。 

2 気象庁は、前項の予報及び警報の外、政

令の定めるところにより、津波、高潮、

波浪及び洪水以外の水象についての一般

の利用に適合する予報及び警報をするこ

とができる。 

3 気象庁は、前 2 項の予報及び警報をする

場合は、自ら予報事項及び警報事項の周

知の措置を執る外、報道機関の協力を求

めて、これを公衆に周知させるように努

めなければならない。 

第 13 条の 2 気象庁は、予想される現象が

特に異常であるため重大な災害の起こる

おそれが著しく大きい場合として降雨量

その他に関し気象庁が定める基準に該当

する場合には、政令の定めるところによ

り、その旨を示して、気象、地象、津

波、高潮及び波浪についての一般の利用

に適合する警報をしなければならない。 

2 気象庁は、前項の基準を定めようとする

ときは、あらかじめ関係都道府県知事の

意見を聴かなければならない。この場合

において、関係都道府県知事が意見を述

べようとするときは、あらかじめ関係市

町村長の意見を聴かなければならない。 

3 気象庁は、第 1 項の基準を定めたとき

は、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

4 前 2 項の規定は、第 1 項の基準の変更に

ついて準用する。 

5 前条第 3 項の規定は、第 1 項の警報（第

15 条の 2 第 1 項において「特別警報」と

いう。）をする場合に準用する。 

第 14 条 気象庁は、政令の定めるところに

より、気象、地象、津波、高潮及び波浪

についての航空機及び船舶の利用に適合

する予報及び警報をしなければならな

い。 

2 気象庁は、気象、地象及び水象について

の鉄道事業、電気事業その他特殊な事業
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の利用に適合する予報及び警報をするこ

とができる。 

3 第 13 条第 3 項の規定は、第 1 項の予報

及び警報をする場合に準用する。 

第 14 条の 2 気象庁は、政令の定めるとこ

ろにより、気象、津波、高潮及び洪水に

ついての水防活動の利用に適合する予報

及び警報をしなければならない。 

2 気象庁は、水防法（昭和 24 年法律第 193

号）第 10 条第 2 項の規定により指定され

た河川について、水防に関する事務を行

う国土交通大臣と共同して、当該河川の

水位又は流量（はん濫した後において

は、水位若しくは流量又ははん濫により

浸水する区域及びその水深）を示して洪

水についての水防活動の利用に適合する

予報及び警報をしなければならない。 

3 気象庁は、水防法第 11 条第 1 項の規定

により指定された河川について、都道府

県知事と共同して、水位又は流量を示し

て洪水についての水防活動の利用に適合

する予報及び警報をしなければならな

い。 

4 第 13 条第 3 項の規定は、前 3 項の予報

及び警報をする場合に準用する。この場

合において、同条第 3 項中「前 2 項の予

報及び警報をする場合は、」とあるの

は、「第 14 条の 2 第 1 項から第 3 項まで

の予報及び警報をする場合は、それぞ

れ、単独で、水防に関する事務を行う国

土交通大臣と共同して又は都道府県知事

と共同して、」と読み替えるものとす

る。 

5 第 2 項又は第 3 項の規定により予報及び

警報をする国土交通大臣又は都道府県知

事については、第 17 条及び第 23 条の規

定は、適用しない。 

第 15 条 気象庁は、第 13 条第 1 項、第 14

条第 1 項又は前条第 1 項から第 3 項まで

の規定により、気象、地象、津波、高

潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、

政令の定めるところにより、直ちにその

警報事項を警察庁、消防庁、国土交通

省、海上保安庁、都道府県、東日本電信

電話株式会社、西日本電信電話株式会社

又は日本放送協会の機関に通知しなけれ

ばならない。地震動の警報以外の警報を

した場合において、警戒の必要がなくな

つたときも同様とする。 

2 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都

道府県、東日本電信電話株式会社及び西

日本電信電話株式会社の機関は、直ちに

その通知された事項を関係市町村長に通

知するように努めなければならない。 

3 前項の通知を受けた市町村長は、直ちに

その通知された事項を公衆及び所在の官

公署に周知させるように努めなければな

らない。 

4 第 1 項の通知を受けた国土交通省の機関

は、直ちにその通知された事項を航行中

の航空機に周知させるように努めなけれ

ばならない。 

5 第 1 項の通知を受けた海上保安庁の機関

は、直ちにその通知された事項を航海中

及び入港中の船舶に周知させるように努

めなければならない。 

6 第 1 項の通知を受けた日本放送協会の機

関は、直ちにその通知された事項の放送

をしなければならない。 

第 15 条の 2 気象庁は、第 13 条の 2 第 1 項

の規定により、気象、地象、津波、高潮

及び波浪の特別警報をしたときは、政令

の定めるところにより、直ちにその特別

警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、

海上保安庁、都道府県、東日本電信電話

株式会社、西日本電信電話株式会社又は

日本放送協会の機関に通知しなければな

らない。地震動の特別警報以外の特別警
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報をした場合において、当該特別警報の

必要がなくなつたときも同様とする。 

2 前項の通知を受けた都道府県の機関は、

直ちにその通知された事項を関係市町村

長に通知しなければならない。 

3 前条第 2 項の規定は、警察庁、消防庁、

東日本電信電話株式会社及び西日本電信

電話株式会社の機関が第 1 項の通知を受

けた場合に準用する。 

4 第 2 項又は前項において準用する前条第

2 項の通知を受けた市町村長は、直ちにそ

の通知された事項を公衆及び所在の官公

署に周知させる措置をとらなければなら

ない。 

5 前条第 5 項の規定は海上保安庁の機関が

第 1 項の通知を受けた場合に、同条第 6

項の規定は日本放送協会の機関が第 1 項

の通知を受けた場合に、それぞれ準用す

る。 

（航空予報図の交付） 

第 16 条 気象庁は、国土交通省令で定める

航空機に対し、その航行前、気象、地象

（地震を除く。）又は水象についての予

想を記載した航空予報図を交付しなけれ

ばならない。 

（予報業務の許可） 

第 17 条 気象庁以外の者が気象、地象、津

波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務

（以下「予報業務」という。）を行おう

とする場合は、気象庁長官の許可を受け

なければならない。 

2 前項の許可は、予報業務の目的及び範囲

を定めて行う。 

（許可の基準） 

第 18 条 気象庁長官は、前条第 1 項の規定

による許可の申請書を受理したときは、

次の基準によつて審査しなければならな

い。 

一 当該予報業務を適確に遂行するに足

りる観測その他の予報資料の収集及び

予報資料の解析の施設及び要員を有す

るものであること。 

二 当該予報業務の目的及び範囲に係る

気象庁の警報事項を迅速に受けること

ができる施設及び要員を有するもので

あること。 

三 地震動、火山現象及び津波の予報以

外の予報の業務を行おうとする場合に

あつては、当該予報業務を行う事業所

につき、第 19 条の 2 の要件を備えるこ

ととなつていること。 

四 地震動、火山現象又は津波の予報の

業務を行おうとする場合にあつては、

当該予報業務のうち現象の予想の方法

が国土交通省令で定める技術上の基準

に適合するものであること。 

2 気象庁長官は、前項の規定により審査し

た結果、その申請が同項の基準に適合し

ていると認めるときは、次の場合を除い

て許可しなければならない。 

一 許可を受けようとする者が、この法

律の規定により罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又はその執行

を受けることがなくなつた日から 2 年

を経過しない者であるとき。 

二 許可を受けようとする者が、第 21 条

の規定により許可の取消しを受け、そ

の取消しの日から 2 年を経過しない者

であるとき。 

三 許可を受けようとする者が、法人で

ある場合において、その法人の役員が

第 1 号又は前号に該当する者であると

き。 
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（変更認可） 

第 19 条 第 17 条第 1 項の規定により許可

を受けた者が同条第 2 項の予報業務の目

的又は範囲を変更しようとするときは、

気象庁長官の認可を受けなければならな

い。 

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。 

（気象予報士の設置） 

第 19 条の 2 第 17 条の規定により許可を受

けた者（地震動、火山現象又は津波の予

報の業務のみの許可を受けた者を除く。

次条において同じ。）は、当該予報業務

を行う事業所ごとに、国土交通省令で定

めるところにより、気象予報士（第 24 条

の 20 の登録を受けている者をいう。以下

同じ。）を置かなければならない。 

（気象予報士に行わせなければならない業

務） 

第 19 条の 3 第 17 条の規定により許可を受

けた者は、当該予報業務のうち現象の予

想については、気象予報士に行わせなけ

ればならない。 

（警報事項の伝達） 

第 20 条 第 17 条の規定により許可を受け

た者は、当該予報業務の目的及び範囲に

係る気象庁の警報事項を当該予報業務の

利用者に迅速に伝達するように努めなけ

ればならない。 

（業務改善命令） 

第 20 条の 2 気象庁長官は、第 17 条の規定

により許可を受けた者が第 18 条第 1 項各

号のいずれかに該当しないこととなつた

場合その他第 17 条の規定により許可を受

けた者の予報業務の適正な運営を確保す

るため必要があると認めるときは、当該

許可を受けた者に対し、その施設及び要

員又はその現象の予想の方法について同

項各号に適合するための措置その他当該

予報業務の運営を改善するために必要な

措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

（許可の取消し等） 

第 21 条 気象庁長官は、第 17 条の規定に

より許可を受けた者が次の各号の 1 に該

当するときは、期間を定めて業務の停止

を命じ、又は許可を取り消すことができ

る。 

一 この法律若しくはこの法律に基づく命

令若しくはこれらに基づく処分又は許可

若しくは認可に付した条件に違反したと

き。 

二 第 18 条第 2 項第 1 号又は第 3 号に該当

することとなつたとき。 

（予報業務の休廃止） 

第 22 条 第 17 条の規定により許可を受け

た者が予報業務の全部又は一部を休止

し、又は廃止したときは、その日から 30

日以内に、その旨を気象庁長官に届け出

なければならない。 

（警報の制限） 

第 23 条 気象庁以外の者は、気象、地震

動、火山現象、津波、高潮、波浪及び洪

水の警報をしてはならない。ただし、政

令で定める場合は、この限りでない。 

（予報及び警報の標識） 

第 24 条 形象、色彩、灯光又は音響による

標識によつて気象、地象、津波、高潮、

波浪又は洪水についての予報事項又は警

報事項を発表し、又は伝達する者は、国

土交通省令で定める方法に従つてこれを

しなければならない。 

●第 3 章の 2 気象予報士 

（試験） 

第 24 条の 2 気象予報士になろうとする者

は、気象庁長官の行う気象予報士試験

（以下「試験」という。）に合格しなけ

ればならない。 
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2 試験は、気象予報士の業務に必要な知識

及び技能について行う。 

（試験の一部免除） 

第 24 条の 3 試験を受ける者が、予報業務

その他国土交通省令で定める気象業務に

関し国土交通省令で定める業務経歴又は

資格を有する者である場合には、国土交

通省令で定めるところにより、試験の一

部を免除することができる。 

（気象予報士となる資格） 

第 24 条の 4 試験に合格した者は、気象予

報士となる資格を有する。 

（指定試験機関の指定等） 

第 24 条の 5 気象庁長官は、その指定する

者（以下「指定試験機関」という。）

に、試験の実施に関する事務（以下「試

験事務」という。）を行わせることがで

きる。 

2 指定試験機関の指定は、試験事務を行お

うとする者の申請により行う。 

3 気象庁長官は、指定試験機関の指定をし

たときは、試験事務を行わないものとす

る。 

（合格の取消し等） 

第 24 条の 18 気象庁長官は、不正な手段に

よつて試験を受け、又は受けようとした

者に対しては、試験の合格の決定を取り

消し、又はその試験を停止することがで

きる。 

2 指定試験機関は、前項に規定する気象庁

長官の職権を行うことができる。 

3 気象庁長官は、前 2 項の規定による処分

を受けた者に対し、情状により、2 年以内

の期間を定めて試験を受けることができ

ないものとすることができる。 

（指定試験機関がした処分等に係る審査請求） 

第 24 条の 19 指定試験機関が行う試験事務

に係る処分又はその不作為については、気

象庁長官に対し、審査請求をすることがで

きる。この場合において、気象庁長官は、

行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）

第 25 条第 2 項及び第 3 項、第 46 条第 1

項及び第 2 項、第 47 条並びに第 49 条第 3

項の規定の適用については、指定試験機関

の上級行政庁とみなす。 

（登録） 

第 24 条の 20 気象予報士となる資格を有す

る者が気象予報士となるには、気象庁長

官の登録を受けなければならない。 

（欠格事由） 

第 24 条の 21 次の各号の 1 に該当する者

は、前条の登録を受けることができな

い。 

一 この法律の規定により罰金以上の刑

に処せられ、その執行を終わり、又は

その執行を受けることがなくなつた日

から 2 年を経過しない者 

二 第 24 条の 25 第 1 項第 3 号の規定に

よる登録の抹消の処分を受け、その処

分の日から 2 年を経過しない者 

（登録の申請） 

第 24 条の 22 第 24 条の 20 の登録を受けよ

うとする者は、登録申請書を気象庁長官

に提出しなければならない。 

2 前項の登録申請書には、気象予報士とな

る資格を有することを証する書類を添付

しなければならない。 

（登録の実施） 

第 24 条の 23 気象庁長官は、前条の規定に

よる書類の提出があつたときは、その者

が第 24 条の 21 各号の 1 に該当する場合

を除き、次に掲げる事項を気象予報士名

簿に登録しなければならない。 

一 登録年月日及び登録番号 

二 氏名及び生年月日 

三 その他国土交通省令で定める事項 
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（登録事項の変更の届出） 

第 24 条の 24 気象予報士は、前条の規定に

より気象予報士名簿に登録を受けた事項

に変更があつたときは、遅滞なく、その

旨を気象庁長官に届け出なければならな

い。 

（登録の抹消） 

第 24 条の 25 気象庁長官は、気象予報士が

次の各号の 1 に該当する場合又は本人か

ら第 24 条の 20 の登録の抹消の申請があ

つた場合には、当該気象予報士に係る当

該登録を抹消しなければならない。 

一 死亡したとき。 

二 第 24 条の 21 第 1 号に該当すること

となつたとき。 

三 偽りその他不正な手段により第 24 条

の 20 の登録を受けたことが判明したと

き。 

四 第 24 条の 18 第 1 項の規定により試

験の合格の決定を取り消されたとき。 

2 気象予報士が前項第 1 号又は第 2 号に該

当することとなつたときは、その相続人

又は当気象予報士は、遅滞なく、その旨

を気象庁長官に届け出なければならな

い。 

●第 4 章 無線通信による資料の発表 

（無線通信による資料の発表） 

第 25 条 気象庁は、国土交通省令の定める

ところにより、次に掲げるものを総合し

て作成する資料を国内及び国外の気象業

務を行う機関、船舶又は航空機において

受信されることを目的とする無線通信に

より発表しなければならない。 

一 国内及び国外の気象、地象及び水象

の観測の成果 

二 国内及び国外の気象、地象（地震を

除く。）及び水象の予報事項及び警報

事項 

三 前 2 号に掲げるもののほか、国内及

び国外の気象、地象及び水象に関する

情報 

第 26 条 気象庁以外の者で、その行つた気

象の観測の成果を国内若しくは国外の気

象業務を行う機関、船舶又は航空機にお

いて受信されることを目的とする無線通

信により発表する業務を行おうとするも

のは、気象庁長官の許可を受けなければ

ならない。但し、船舶又は航空機が当該

業務を行う場合は、この限りでない。 

 

 

●第 5 章 検定 

（合格基準等） 

第 28 条 第 9 条の登録を受けた者（以下

「登録検定機関」という。）は、別表の

上欄に掲げる気象測器について、検定の

申請があつたときは、その気象測器が次

の各号に適合するかどうかについて検査

し、適合すると認めるときは、合格の検

定をしなければならない。 

一 その種類に応じて国土交通省令で定

める構造（材料の性質を含む。）を有

すること。 

二 その器差が国土交通省令で定める検

定公差を超えないこと。 

2 登録検定機関は、第 32 条第 1 項の型式

証明を受けた型式の気象測器について、

前項の検査を行う場合には、同項第 1 号

に適合するかどうかの検査を行わないこ

とができる。 

3 前項の規定により第 1 項第 1 号に適合す

るかどうかの検査を行わない場合におけ

る同項第 2 号に適合するかどうかの検査

については、第 32 条の 2 第 1 項の認定を

受けた者が国土交通省令で定めるところ

により器差の測定を行つたときは、その
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測定の結果を記載した書類によりこれを

行うことができる。 

●第 6 章 雑則 

（気象測器等の保全） 

第 37 条 何人も、正当な理由がないのに、

気象庁若しくは第 6 条第 1 項若しくは第 2

項の規定により技術上の基準に従つてし

なければならない気象の観測を行う者が

屋外に設置する気象測器又は気象、地象

（地震にあつては、地震動に限る。）、

津波、高潮、波浪若しくは洪水について

の警報の標識を壊し、移し、その他これ

らの気象測器又は標識の効用を害する行

為をしてはならない。 

（土地又は水面の立入） 

第 38 条 気象庁長官は、気象、地象、地

動、地球磁気、地球電気又は水象の観測

を行うため必要がある場合においては、

当該業務に従事する職員を国、地方公共

団体又は私人が所有し、占有し、又は占

用する土地又は水面に立ち入らせること

ができる。 

2 前項の規定により宅地又はかき、さく等

で囲まれた土地若しくは水面に立ち入ら

せる場合においては、あらかじめその旨

をその所有者、占有者又は占用者に通知

しなければならない。但し、これらの者

に対し、あらかじめ通知することが困難

であるときは、この限りでない。 

（障害物の除去等） 

第 39 条 気象庁長官は、気象、地象、地

動、地球磁気、地球電気又は水象を観測

するためやむを得ない必要がある場合に

おいては、あらかじめ所有者又は占有者

の承諾を得て、当該業務に従事する職員

に、障害となる植物又はかき、さく等を

伐除させることができる。 

2 気象庁長官は、離島、湖沼、山林、原野

又はこれらに類する場所で、気象、地

象、地動、地球磁気、地球電気又は水象

を観測する場合において、あらかじめ所

有者又は占有者の承諾を得ることが困難

であり、且つ、当該物件の現状を著しく

損傷しないときは、前項の規定にかかわ

らず、所有者又は占有者の承諾を得ない

で、当該業務に従事する職員に、障害と

なる植物又はかき、さく等を伐除させる

ことができる。この場合においては、す

みやかにその旨を所有者又は占有者に通

知しなければならない。 

（報告及び検査） 

第 41 条 気象庁長官は、この法律の施行に

必要な限度において、第 17 条第 1 項若し

くは第 26 条第 1 項の規定により許可を受

けた者又は第 7 条第 1 項の船舶に対し、

それらの行う気象業務に関し、報告させ

ることができる。 

2 気象庁長官は、この法律の施行に必要な

限度において、指定試験機関、センター

又は登録検定機関に対し、その業務に関

し、報告させることができる。 

3 気象庁長官は、この法律の施行に必要な

限度において、認定測定者に対し、その

業務に関し、報告させることができる。 

4 気象庁長官は、この法律の施行に必要な

限度において、その職員に、第 17 条第 1

項若しくは第 26 条第 1 項の規定により許

可を受けた者若しくは第 6 条第 1 項若し

くは第 2 項の規定により技術上の基準に

従つてしなければならない気象の観測を

行う者の事業所若しくは観測を行う場所

又は第 7 条第 1 項の船舶に立ち入り、気

象記録、気象測器その他の物件を検査さ

せ、又は関係者に質問させることができ

る。 

5 気象庁長官は、この法律の施行に必要な

限度において、その職員に、指定試験機

関、センター又は登録検定機関の事務所
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に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、

書類その他の物件を検査させ、又は関係

者に質問させることができる。 

6 気象庁長官は、この法律の施行に必要な

限度において、その職員に、認定測定者

の事務所に立ち入り、業務の状況若しく

は帳簿、書類その他の物件を検査させ、

又は関係者に質問させることができる。 

7 前 3 項の規定による権限は、犯罪捜査の

ために認められたものと解釈してはなら

ない。 

●第 7 章 罰則 

第 44 条 第 37 条の規定に違反した者は、3

年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金

に処し、又はこれを併科する。 

第 45 条 次の各号のいずれかに該当する者

は、1 年以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。 

一 第 24 条の 10 第 1 項の規定に違反し

てその職務に関して知り得た秘密を漏

らした者 

第 46 条 次の各号の 1 に該当する者は、五

十万円以下の罰金に処する。 

一 第 9 条の規定に違反した者 

二 第 17 条第 1 項の規定に違反して許可

を受けないで予報業務を行つた者 

三 第 19 条の規定に違反して認可を受け

ないで予報業務の目的又は範囲を変更

した者 

四 第 19 条の 3 の規定に違反して気象予

報士以外の者に現象の予想を行わせた

者 

五 第 21 条（第 26 条第 2 項において準

用する場合を含む。）の規定による業

務の停止の命令に違反した者 

六 第 23 条の規定に違反して警報をした

者 

七 第 26 条第 1 項の規定に違反して許可

を受けないで気象の観測の成果を発表

する業務を行つた者 

第 47 条 次の各号のいずれかに該当する者

は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第 2 条の 2（第 26 条第 2 項において準

用する場合を含む。）の規定による命令

に違反した者 

二 第 38 条第 1 項の規定による立入りを

拒み、又は妨げた者 

三 第 41 条第 1 項又は第 3 項の規定によ

る報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

四 第 41 条第 4 項又は第 6 項の規定によ

る検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して陳述をせず、若しくは

虚偽の陳述をした者 

第 50 条 次の各号のいずれかに該当する者

は、二十万円以下の過料に処する。 

一 第 22 条（第 26 条第 2 項において準用

する場合を含む。）の規定による届出を

せず、又は虚偽の届出をした者 

 

別表 （第 9 条、第 28 条、第 32 条の 4、第

32 条の 7 関係） 

気象測器 測定器及び設備 

温度計 
測定器 電気式温度計 

設備 恒温検査槽 

気圧計 
測定器 電気式気圧計 

設備 圧力検査装置 

湿度計 
測定器 

通風型乾湿計、電

気式湿度計又は鏡

面冷却式露点計を

用いた露点式湿度

計 

設備 湿度検査槽 
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風速計 
測定器 

超音波式風速計 

ピトー管 

差圧計 

設備 風洞 

日射計 測定器 電気式日射計 

雨量計 測定器 ビュレット 

雪量計 測定器 長さ計 

 

 

2 気象業務法施行令 

（昭和 27 年政令第 471 号） 

（気象測器の備付けを要する船舶） 

第 1 条 気象業務法（以下「法」とい

う。）第 7 条第 1 項の政令で定める船舶

は、次のとおりとする。 

一 電気通信業務を取り扱う船舶 

二 気象庁長官の指定する船舶 

（一般の利用に適合する予報及び警報） 

第 4 条 法第 13 条の規定による一般の利用

に適合する予報及び警報は、定時又は随

時に、次の表の区分に従い、国土交通省

令で定める予報区を対象として行うもの

とする。 

種類 内容 

天気予報 

当日から 3 日以内にお

ける風、天気、気温等

の予報 

週間天気予報 
当日から 7 日間の天

気、気温等の予報 

季節予報 

当日から 1 箇月間、当

日から 3 箇月間、暖候

期、寒候期、梅雨期等

の天気、気温、降水

量、日照時間等の概括

的な予報 

地震動予報 

地震動（発生した断層

運動による地震動をい

う。以下この条及び次

条において同じ。）の

予報 

火山現象予報 噴火、降灰等の予報 

津波予報 津波の予報 

波浪予報 

当日から 3 日以内にお

ける風浪、うねり等の

予報 

気象注意報 

風雨、風雪、強風、大

雨、大雪等によつて災

害が起こるおそれがあ

る場合に、その旨を注

意して行う予報 

地震動注意報 

地震動によつて災害が

起こるおそれがある場

合に、その旨を注意し

て行う予報 

火山現象注意報 

噴火、降灰等によつて

災害が起こるおそれが

ある場合に、その旨を

注意して行う予報 

地面現象注意報 

大雨、大雪等による山

崩れ、地滑り等によつ

て災害が起こるおそれ

がある場合に、その旨

を注意して行う予報 

津波注意報 

津波によつて災害が起

こるおそれがある場合

に、その旨を注意して

行う予報 

高潮注意報 

台風等による海面の異

常上昇の有無及び程度

について一般の注意を
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喚起するために行う予

報 

波浪注意報 

風浪、うねり等によつ

て災害が起こるおそれ

がある場合に、その旨

を注意して行う予報 

気象警報 

暴風雨、暴風雪、大

雨、大雪等に関する警

報 

地震動警報 地震動に関する警報 

火山現象警報 
噴火、降灰等に関する

警報 

地面現象警報 

大雨、大雪等による山

崩れ、地滑り等の地面

現象に関する警報 

津波警報 津波に関する警報 

高潮警報 
台風等による海面の異

常上昇に関する警報 

波浪警報 
風浪、うねり等に関す

る警報 

海面水温予報 
海洋の表面における水

温の予報 

海流予報 海流の状況の予報 

海氷予報 
沿岸における海氷の状

況の予報 

浸水注意報 

浸水によつて災害が起

こるおそれがある場合

に、その旨を注意して

行う予報 

洪水注意報 

洪水によつて災害が起

こるおそれがある場合

に、その旨を注意して

行う予報 

浸水警報 浸水に関する警報 

洪水警報 洪水に関する警報 

 

（特別警報） 

第 5 条 法第 13 条の 2 第 1 項の規定による

特別警報は、次の表の区分に従い、国土

交通省令で定める予報区を対象として行

うものとする。 

種類 内容 

気象特別警報 

暴風雨、暴風雪、大

雨、大雪等に関する

特別警報 

地震動特別警報 
地震動に関する特別

警報 

火山現象特別警報 
噴火、降灰等に関す

る特別警報 

地面現象特別警報 

大雨、大雪等による

山崩れ、地滑り等の

地面現象に関する特

別警報 

津波特別警報 
津波に関する特別警

報 

高潮特別警報 

台風等による海面の

異常上昇に関する特

別警報 

波浪特別警報 
風浪、うねり等に関

する特別警報 
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（航空機及び船舶の利用に適合する予報及

び警報） 

第 6 条 法第 14 条第 1 項の規定による航空

機及び船舶の利用に適合する予報及び警

報は、定時又は随時に、次の表の区分に

従い、行うものとする。 

種類 内容 

飛行場予報 

公共の用に供する飛行

場及びその付近を対象

とする気象、地象、津

波、高潮及び波浪の予

報 

空域予報 

航空法（昭和 27 年法律

第 231）第 37 条第 1 項

の規定により国土交通

大臣の指定する航空路

その他の国土交通省令

で定める空域を対象と

する気象及び火山現象

の予報 

飛行場警報 

公共の用に供する飛行

場及びその付近を対象

とする気象、地象、津

波、高潮及び波浪に関

する警報 

空域警報 

航空法第 37 条第 1 項の

規定により国土交通大

臣の指定する航空路そ

の他の国土交通省令で

定める空域を対象とす

る気象及び火山現象に

関する警報 

海上予報 

国土交通省令で定める

予報区を対象とする船

舶の運航に必要な海上

の気象、火山現象、津

波、高潮及び波浪の予

報 

海上警報 

国土交通省令で定める

予報区を対象とする船

舶の運航に必要な海上

の気象、火山現象、津

波、高潮及び波浪に関

する警報 

（水防活動の利用に適合する予報及び警

報） 

第 7 条 法第 14 条の 2 第 1 項の規定による

予報及び警報は、随時に、次の表の区分

に従い、水防活動の利用に適合するよう

に行うものとする。 

種類 内容 

水防活動用気

象注意報 

風雨、大雨等によつて

水害が起こるおそれが

ある場合に、その旨を

注意して行う予報 

水防活動用気

象警報 

暴風雨、大雨等によつ

て重大な水害が起こる

おそれがある場合に、

その旨を警告して行う

予報 

水防活動用津

波注意報 

津波によつて災害が起

こるおそれがある場合

に、その旨を注意して

行う予報 

水防活動用津

波警報 
津波に関する警報 

水防活動用高

潮注意報 

台風等による海面の異

常上昇の有無及び程度

について注意を喚起す

るために行う予報 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC0000000231_20170530_428AC0000000051
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC0000000231_20170530_428AC0000000051#287
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC0000000231_20170530_428AC0000000051#287
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC0000000231_20170530_428AC0000000051
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC0000000231_20170530_428AC0000000051#287
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水防活動用高

潮警報 

台風等による海面の異

常上昇に関する警報 

水防活動用洪

水注意報 

洪水によつて災害が起

こるおそれがある場合

に、その旨を注意して

行う予報 

水防活動用洪

水警報 
洪水に関する警報 

 

（警報事項の通知） 

第 8 条 法第 15 条第 1 項の規定による通知

は、次に掲げるところにより行うものと

する。 

一 法第 13 条第 1 項の規定による警報の種

類及び通知先 

種類 通知先 

気象警報 

高潮警報 

波浪警報 

消防庁、海上保安庁、

都道府県、東日本電信

電話株式会社、西日本

電信電話株式会社及び

日本放送協会の機関 

地震動警報 日本放送協会の機関 

火山現象警報 

津波警報 

警察庁、消防庁、海上

保安庁、都道府県、東

日本電信電話株式会

社、西日本電信電話株

式会社及び日本放送協

会の機関 

地面現象警報 

洪水警報 

消防庁、都道府県、東

日本電信電話株式会

社、西日本電信電話株

式会社及び日本放送協

会の機関 

二 法第 14 条第 1 項の規定による警報の種

類及び通知先 

種類 通知先 

飛行場警報 

空域警報 
国土交通省の機関 

海上警報 海上保安庁の機関 

三 法第 14 条の 2 第 1 項の規定による警報

の種類及び通知先 

種類 通知先 

水防活動用気

象警報 

水防活動用高

潮警報 

水防活動用洪

水警報 

消防庁、国土交通省、

都道府県、東日本電信

電話株式会社及び西日

本電信電話株式会社の

機関 

水防活動用津

波警報 

警察庁、消防庁、国土

交通省、都道府県、東

日本電信電話株式会社

及び西日本電信電話株

式会社の機関 

四 法第 14 条の 2 第 2 項又は第 3 項の規定

による警報の種類及び通知先 

種類 通知先 

水防活動用洪

水警報 

消防庁、都道府県、東

日本電信電話株式会社

及び西日本電信電話株

式会社の機関 

 

  

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC0000000165_20160401_426AC0000000069#73
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/327AC0000000165_20160401_426AC0000000069#88
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（特別警報に係る警報事項の通知） 

第 9 条 法第 15 条の 2 第 1 項の規定による

通知は、次の表の区分に従い、行うもの

とする。 

種類 通知先 

気象特別警報 

高潮特別警報 

波浪特別警報 

消防庁、海上保安庁、

都道府県、東日本電信

電話株式会社、西日本

電信電話株式会社及び

日本放送協会の機関 

地震動特別警

報 
日本放送協会の機関 

火山現象特別

警報 

津波特別警報 

警察庁、消防庁、海上

保安庁、都道府県、東

日本電信電話株式会

社、西日本電信電話株

式会社及び日本放送協

会の機関 

地面現象特別

警報 

消防庁、都道府県、東

日本電信電話株式会

社、西日本電信電話株

式会社及び日本放送協

会の機関 

（気象庁以外の者の行うことができる警

報） 

第 10 条 法第 23 条ただし書の政令で定め

る場合は、津波に関する気象庁の警報事

項を適時に受けることができない状況に

ある地の市町村の長が津波警報をする場

合とする。 

 

 

 

 

 

 

 

3 気象業務法施行規則 

（令和 2 年 9 月 24 日施行（令和 2 年国土

交通省令第 60 号による改正） 

●第 2 章 観測 

（気象庁の行う観測の方法） 

第 1 条の 2 法第 4 条の国土交通省令で定め

る方法は、次の表の上欄に掲げる種目ご

とに、同表の下欄に掲げる方法とする。 

（略） 

（観測施設の届出） 

第 2 条 法第 6 条第 3 項前段の規定による観

測施設の設置の届出をしようとする者は、

次に掲げる事項を記載した気象観測施設

設置届出書を、設置の日から 30 日以内に、

その施設の所在地を管轄区域とする管区

気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長

に提出しなければならない。当該事項に変

更を生じたときも同様とする。  

一 氏名又は名称及び住所 

二 事業所の名称及び所在地 

三 観測施設の所在地 

四 観測の目的 

五 観測施設の明細 

六 観測の種目及び時刻 

七 観測の開始期日 

2 法第 6 条第 3 項後段の規定による観測施

設の廃止の届出をしようとする者は、次に

掲げる事項を記載した気象観測施設廃止

届出書を、廃止の日から 30 日以内に、前

項の管区気象台長、沖縄気象台長又は地方

気象台長に提出しなければならない。  

一 氏名又は名称 

二 事業所の名称及び所在地 

三 廃止した観測施設 

四 廃止の期日 

五 廃止の理由 
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●第 3 章 予報及び警報 

（予報区等） 

第 8 条 令第 4 条、令第 5 条及び令第 6 条

の国土交通省令で定める予報区及び空域

は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、

これらを対象として行う予報及び警報

は、同表の下欄に掲げるとおりとする。  

 <上欄は左欄、下欄は右欄に読み替える> 

全国予報区（本邦

全域（沿岸の海域

を含む。）を範囲と

するものをいう。） 

週間天気予報及び

季節予報 

地方予報区（2 以上

の府県を含む区域

又はこれに相当す

る区域（沿岸の海

域を含む。）を範囲

と す る も の を い

う。） 

天気予報、週間天気

予報、季節予報及び

波浪予報 

府県予報区（1 府県

の区域又はこれに

相当する区域（海

に面する区域にあ

つては、沿岸の海

域を含む。）を範囲

と す る も の を い

う。） 

天気予報、週間天気

予報、地震動予報、

火山現象予報、波浪

予報、気象注意報、

地震動注意報、火山

現象注意報、地面現

象注意報、高潮注意

報、波浪注意報、気

象警報、地震動警

報、火山現象警報、

地面現象警報、高潮

警報、波浪警報、海

氷予報、浸水注意

報、洪水注意報、浸

水警報、洪水警報、

気象特別警報、地震

動特別警報、火山現

象特別警報、地面現

象特別警報、高潮特

別警報及び波浪特

別警報 

津波予報区（海に

面する 1 府県の区

域又はこれに相当

する区域（沿岸の

海域を含む。）を範

囲とするものをい

う。） 

津波予報、津波注意

報、津波警報、津波

特別警報並びに津

波に関する海上予

報及び海上警報 

航空予報空域（気

象庁長官の指定す

る空域を範囲とす

るものをいう。） 

空域予報及び空域

警報  

全 般 海 上 予 報 区

（ 東 は 東 経 180

度、西は東経 100

度、南は緯度 0 度、

北は北緯 60度の線

により限られた海

域を範囲とするも

のをいう。） 

海面水温予報、海流

予報、海上予報及び

海上警報（津波に関

する海上予報及び

海上警報を除く。） 

地 方 海 上 予 報 区

（気象庁長官の指

定する海域を範囲

と す る も の を い

う。） 

海面水温予報、海氷

予報、海上予報及び

海上警報（津波に関

する海上予報及び

海上警報を除く。） 

2 前項の表の上欄に掲げる予報区及び空

域を対象として行う予報及び警報に関

し必要な事項は、気象庁長官が定める。 

（予報業務の許可の申請） 

第 10 条 法第 17 条第 1 項の規定により予報

業務の許可を受けようとする者は、次に掲

げる事項を記載した予報業務許可申請書

を、気象庁長官に提出しなければならない。 

一  氏名又は名称及び住所並びに法人に

あつては、その代表者の氏名  
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二 予報業務の目的 

三 予報業務の範囲 

イ 予報の種類 

ロ 対象としようとする区域 

ハ 火山現象の予報にあつては、対象と

しようとする火山 

四 予報業務の開始の予定日 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類（地震

動、火山現象及び津波の予報の業務に係る

申請にあつては、第二号に掲げる書類を除

く。）を添付しなければならない。  

一  事業所ごとの次に掲げる事項に関す

る予報業務計画書 

イ 予報業務を行おうとする事業所の

名称及び所在地 

ロ 予報事項及び発表の時刻 

ハ 収集しようとする予報資料の内容

及びその方法 

ニ 現象の予想の方法 

ホ 気象庁の警報事項を受ける方法  

二 事業所ごとに置かれる気象予報士の

氏名及び登録番号を記載した書類  

三 事業所ごとに予報業務に従事する要

員の配置の状況及び勤務の交替の概要

を記載した書類 

四 予報業務のための観測を行おうとす

る場合にあつては、次に掲げる事項を記

載した書類（観測施設について法第 6 条

第 3 項前段の規定により届出がなされ

ている場合にあつては、その旨を記載し

た書類） 

イ 観測施設の所在地 

ロ 観測施設の明細 

ハ 観測の種目及び時刻 

五 事業所ごとに次に掲げる施設の概要

を記載した書類 

イ 予報資料の収集及び解析の施設  

ロ 気象庁の警報事項を受ける施設  

六 地方公共団体以外の既存の法人にあ

つては、次に掲げる書類 

イ  定款又は寄附行為及び登記事項

証明書 

ロ 役員の名簿 

七 法人を設立しようとするものにあつ

ては、次に掲げる書類 

イ 定款（会社法（平成 17 年法律第

86 号）第 30 条第 1 項及びその準用

規定により認証を必要とする場合

にあつては、認証のある定款）又は

寄附行為の謄本 

ロ 発起人、社員又は設立者の名簿  

八 個人にあつては、住民票の写し又はこ

れに類するものであつて、氏名及び住所

を証する書類 

九 法第 18 条第 2 項各号に該当しない旨

を証する書類 

3 前項の規定にかかわらず、法第 17 条第 1

項の許可を受けようとする者は、気象庁が

住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）

第三十条の九の規定により、地方公共団体

情報システム機構から当該許可を受けよ

うとする者に係る機構保存本人確認情報

（同条に規定する機構保存本人確認情報

をいう。以下同じ。）のうち住民票コード

（同法第 7 条第 13 号に規定する住民票コ

ードをいう。以下同じ。）以外のものの提供

を受けるときは、前項第八号に掲げる書類

を添付することを要しない。  

４ 気象庁長官は、第 2 項に規定するものの

ほか許可のため必要な書類の提出を求め

ることができる。 

（予報業務の目的又は範囲の変更認可の申請） 

第 11 条 法第 19 条第 1 項の規定により予報

業務の目的又は範囲の変更の認可を受け

ようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た予報業務変更認可申請書を、気象庁長官

に提出しなければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人に
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あつては、その代表者の氏名  

二 変更しようとする事項 

三 変更の予定日 

四 変更を必要とする理由 

2 前項の申請書には、第 10 条第 2 項第一号

から第五号までに掲げる書類のうち予報

業務の目的又は範囲の変更に伴いその内

容が変更されるものを添付しなければな

らない。 

3 気象庁長官は、前項に規定するもののほか

認可のため必要な書類の提出を求めるこ

とができる。 

（気象予報士の設置の基準） 

第 11 条の 2 法第 17 条第 1 項の規定により

許可を受けた者（地震動、火山現象又は津

波の予報の業務のみの許可を受けた者を

除く。）は、予報業務のうち現象の予想を行

う事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる 1

日当たりの現象の予想を行う時間に応じ

て、同表の下欄に掲げる人数以上の専任の

気象予報士を置かなければならない。ただ

し、予報業務を適確に遂行する上で支障が

ないと気象庁長官が認める場合は、この限

りでない。 

 <上欄は左欄、下欄は右欄に読み替える> 

1 日当たりの現象の予想を行う時

間 
人員 

8 時間以下の時間 2 人 

8 時間を超え 16 時間以下の時間 3 人 

16 時間を超える時間 4 人 

2 法第 17 条第 1 項の規定により許可を受け

た者は、前項の規定に抵触するに至つた事

業所（当該抵触後も気象予報士が 1 人以上

置かれているものに限る。）があるときは、

2 週間以内に、同項の規定に適合させるた

め必要な措置をとらなければならない。  

 

（予報業務の休廃止の届出） 

第 12 条 法第 22 条の規定により、予報業務

の休止又は廃止の届出をしようとする者

は、次に掲げる事項を記載した予報業務休

止（廃止）届出書を、気象庁長官に提出し

なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人に

あつては、その代表者の氏名  

二 休止又は廃止した予報業務の範囲  

三 休止又は廃止の日及び休止の場合に

あつては、その予定期間 

四 休止又は廃止を必要とした理由  

（予報事項等の記録） 

第 12 条の 2 法第 17 条第 1 項の規定により

許可を受けた者は、予報業務を行つた場合

は、事業所ごとに次に掲げる事項を記録し、

かつ、その記録を 2 年間保存しなければな

らない。 

一 予報事項の内容及び発表の時刻  

二 予報事項（地震動、火山現象及び津波

の予報事項を除く。）に係る現象の予想

を行つた気象予報士の氏名 

三 気象庁の警報事項の利用者への伝達

の状況（当該許可を受けた予報業務の目

的及び範囲に係るものに限る。）  

（予報及び警報の標識） 

第 13 条 法第二十四条の国土交通省令で定

める方法は、次の表の上欄に掲げる予報又

は警報について、同表の下欄に掲げる方法

とする。 

 <上欄は左欄、下欄は右欄に読み替える> 

津波注意報 

津波警報 

津波特別警報 

旗を用いるか、又は鐘音

若しくはサイレン音に

よる。 

2 前項の表の下欄に掲げる方法の細目は、気

象庁長官が定める。 
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●第 4 章 気象予報士 

（登録の申請） 

第 33 条 法第 24 条の 20 の登録を受けよう

とする者は、別記第二号様式による気象予

報士登録申請書を、気象庁長官に提出しな

ければならない。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

一 気象予報士試験合格証明書の写し  

二 住民票の写し又はこれに類するもの

であつて、氏名、生年月日及び住所を証

する書類 

三 法第 24 条の 21 各号に該当しない旨

を証する書類 

3 前項の規定にかかわらず、法第 24 条の 20

の登録を受けようとする者は、気象庁が住

民基本台帳法第 30 条の 9 の規定により、

地方公共団体情報システム機構から当該

登録を受けようとする者に係る機構保存

本人確認情報のうち住民票コード以外の

ものの提供を受けるときは、前項第二号に

掲げる書類を添付することを要しない。  

（登録事項の変更の届出） 

第 36 条 気象予報士は、法第 24 条の 24 の

規定による登録事項の変更の届出をしよ

うとするときは、次に掲げる事項を記載し

た気象予報士登録事項変更届出書を、気象

庁長官に提出しなければならない。  

一 氏名及び住所 

二 登録年月日及び登録番号 

三 変更の生じた事項及びその期日  

●第 8 章 雑則 

（報告） 

第 50 条 法第 7 条第 1 項の船舶及び法第 17

条第 1 項又は法第 26 条第 1 項の規定によ

り許可を受けた者は、気象庁長官が定める

場合を除き、次の各号に掲げる場合に該当

することとなつたときは、その旨を記載し

た報告書を、気象庁長官に提出しなければ

ならない。 

一 法第 7 条第 1 項の船舶に該当すること

となつた場合 

二 その後 1 月 1 日において引き続き法第

七条第一項の船舶に該当する場合  

三 前二号に掲げる場合において、別記第

四号様式に記載した事項（航路を除く。）

に変更があつたとき 

四 法第 17 条第 1 項又は法第 26 条第 1

項の規定により許可を受けた者の氏名、

名称又は住所に変更があつた場合  

五 法第 17 条第 1 項の規定により許可を

受けた法人にあつては、定款若しくは寄

附行為又は役員に変更があつた場合  

六 第 10 条第 2 項第一号から第五号まで

又は第 47 条第 2 項第一号若しくは第二

号に掲げる書類の記載事項に変更があ

つた場合 

七 法第 20 条の 2（法第 26 条第 2 項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基

づく命令を実施した場合 

2 前項の報告は、報告事由の発生した後遅滞

なく（同項第一号から第三号までに掲げる

場合にあつては、30 日以内に）行わなけれ

ばならない。 

3 第 1 項第一号から第三号までの報告をし

ようとするときは、報告事由が発生した日

現在において別記第四号様式の報告書を

作成し、提出しなければならない。  

4 第 1 項第四号から第七号までの報告をし

ようとするときは、次に掲げる事項を記載

した報告書を提出しなければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人に

あつては、その代表者の氏名  

二 報告事項 

三 報告事由の発生の日 

5 法第 17 条第 1 項又は法第 26 条第 1 項の

規定により許可を受けた者が、法第 6 条第

3 項後段の規定による観測施設の廃止の届
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出をしている場合には、当該廃止に係る第

1 項第六号の報告（第 10 条第 2 項第四号

又は第 47 条第 2 項第二号に係るものに限

る。）を省略することができる。  

 

 

4 気象庁予報警報規程 

 

●第 3 章 水防活動の利用に適合する予報

及び警報 

（水防活動用気象注意報等の取扱い) 

第 16 条 気象業務法施行令（昭和 27 年政

令第 471 号)第 6 条の規定により行なう

水防活動の利用に適合する予報及び警報

は、次の表の上欄に掲げる種類ごとに、

同表の下欄に掲げる第二章に定める注意

報及び警報をもつて代えるものとする。 

 〈上欄は左欄、下欄は右欄に読み替え

る〉 

水防活動用気象注意報 大雨注意報 

水防活動用気象警報 大雨警報 

水防活動用高潮注意報 高潮注意報 

水防活動用高潮警報 高潮警報 

水防活動用洪水注意報 洪水注意報 

水防活動用洪水警報 洪水警報 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 災害対策基本法 

 

●第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この法律は、国土並びに国民の生

命、身体及び財産を災害から保護するた

め、防災に関し、基本理念を定め、国、

地方公共団体及びその他の公共機関を通

じて必要な体制を確立し、責任の所在を

明確にするとともに、防災計画の作成、

災害予防、災害応急対策、災害復旧及び

防災に関する財政金融措置その他必要な

災害対策の基本を定めることにより、総

合的かつ計画的な防災行政の整備及び推

進を図り、もつて社会の秩序の維持と公

共の福祉の確保に資することを目的とす

る。 

（定義） 

第 2 条 この法律において、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

一 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪

水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津

波、噴火、地滑りその他の異常な自然現

象又は大規模な火事若しくは爆発その他

その及ぼす被害の程度においてこれらに

類する政令で定める原因により生ずる被

害をいう。 

二 防災 災害を未然に防止し、災害が発

生した場合における被害の拡大を防ぎ、

及び災害の復旧を図ることをいう。 

三 指定行政機関 次に掲げる機関で内閣

総理大臣が指定するものをいう。 

イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法

（平成 11 年法律第 89 号）第 49 条第 1

項及び第 2 項に規定する機関並びに国

家行政組織法（昭和 23 年法律第 120

号）第 3 条第 2 項に規定する機関 
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ロ 内閣府設置法第 37 条及び第 54 条並

びに宮内庁法（昭和 22 年法律第 70

号）第 16 条第 1 項並びに国家行政組織

法第 8 条に規定する機関 

ハ 内閣府設置法第 39 条及び第 55 条並

びに宮内庁法第 16 条第 2 項並びに国家

行政組織法第 8 条の 2 に規定する機関 

ニ 内閣府設置法第 40 条及び第 56 条並

びに国家行政組織法第 8 条の 3 に規定

する機関 

四 指定地方行政機関 指定行政機関の地

方支分部局（内閣府設置法第 43 条及び第

57 条（宮内庁法第 18 条第 1 項において準

用する場合を含む。）並びに宮内庁法第

17 条第 1 項並びに国家行政組織法第 9 条

の地方支分部局をいう。）その他の国の

地方行政機関で、内閣総理大臣が指定す

るものをいう。 

五 指定公共機関 独立行政法人（独立行

政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）

第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人を

いう。）、日本銀行、日本赤十字社、日

本放送協会その他の公共的機関及び電

気、ガス、輸送、通信その他の公益的事

業を営む法人で、内閣総理大臣が指定す

るものをいう。 

六 指定地方公共機関 地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第

118 号）第 2 条第 1 項に規定する地方独立

行政法人をいう。）及び港湾法（昭和 25

年法律第 218 号）第 4 条第 1 項の港務局

（第 82 条第 1 項において「港務局」とい

う。）、土地改良法（昭和 24 年法律第

195 号）第 5 条第 1 項の土地改良区その他

の公共的施設の管理者並びに都道府県の

地域において電気、ガス、輸送、通信そ

の他の公益的事業を営む法人で、当該都

道府県の知事が指定するものをいう。 

七 防災計画 防災基本計画及び防災業務

計画並びに地域防災計画をいう。 

八 防災基本計画 中央防災会議が作成す

る防災に関する基本的な計画をいう。 

九 防災業務計画 指定行政機関の長（当

該指定行政機関が内閣府設置法第 49 条第

1 項若しくは第 2 項若しくは国家行政組織

法第 3 条第 2 項の委員会若しくは第 3 号

ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関

のうち合議制のものである場合にあつて

は、当該指定行政機関。第 12 条第八項、

第 28 条の 3 第 6 項第 3 号及び第 28 条の 6

第 2 項を除き、以下同じ。）又は指定公

共機関（指定行政機関の長又は指定公共

機関から委任された事務又は業務につい

ては、当該委任を受けた指定地方行政機

関の長又は指定地方公共機関）が防災基

本計画に基づきその所掌事務又は業務に

ついて作成する防災に関する計画をい

う。 

十 地域防災計画 一定地域に係る防災に

関する計画で、次に掲げるものをいう。 

イ 都道府県地域防災計画 都道府県の地

域につき、当該都道府県の都道府県防災

会議が作成するもの 

ロ 市町村地域防災計画 市町村の地域に

つき、当該市町村の市町村防災会議又は

市町村長が作成するもの 

ハ 都道府県相互間地域防災計画 2 以上

の都道府県の区域の全部又は一部にわた

る地域につき、都道府県防災会議の協議

会が作成するもの 

ニ 市町村相互間地域防災計画 2 以上の

市町村の区域の全部又は一部にわたる地

域につき、市町村防災会議の協議会が作

成するもの 
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（基本理念） 

第 2 条の 2 災害対策は、次に掲げる事項を

基本理念として行われるものとする。 

一 我が国の自然的特性に鑑み、人口、産

業その他の社会経済情勢の変化を踏ま

え、災害の発生を常に想定するととも

に、災害が発生した場合における被害の

最小化及びその迅速な回復を図ること。 

二 国、地方公共団体及びその他の公共機

関の適切な役割分担及び相互の連携協力

を確保するとともに、これと併せて、住

民一人一人が自ら行う防災活動及び自主

防災組織（住民の隣保協同の精神に基づ

く自発的な防災組織をいう。以下同

じ。）その他の地域における多様な主体

が自発的に行う防災活動を促進するこ

と。 

三 災害に備えるための措置を適切に組み

合わせて一体的に講ずること並びに科学

的知見及び過去の災害から得られた教訓

を踏まえて絶えず改善を図ること。 

四 災害の発生直後その他必要な情報を収

集することが困難なときであつても、で

きる限り的確に災害の状況を把握し、こ

れに基づき人材、物資その他の必要な資

源を適切に配分することにより、人の生

命及び身体を最も優先して保護するこ

と。 

五 被災者による主体的な取組を阻害する

ことのないよう配慮しつつ、被災者の年

齢、性別、障害の有無その他の被災者の

事情を踏まえ、その時期に応じて適切に

被災者を援護すること。 

六 災害が発生したときは、速やかに、施

設の復旧及び被災者の援護を図り、災害

からの復興を図ること。 

（国の責務） 

第 3 条 国は、前条の基本理念（以下「基

本理念」という。）にのつとり、国土並

びに国民の生命、身体及び財産を災害か

ら保護する使命を有することに鑑み、組

織及び機能の全てを挙げて防災に関し万

全の措置を講ずる責務を有する。 

2 国は、前項の責務を遂行するため、災害

予防、災害応急対策及び災害復旧の基本

となるべき計画を作成し、及び法令に基

づきこれを実施するとともに、地方公共

団体、指定公共機関、指定地方公共機関

等が処理する防災に関する事務又は業務

の実施の推進とその総合調整を行ない、

及び災害に係る経費負担の適正化を図ら

なければならない。 

3 指定行政機関及び指定地方行政機関は、

その所掌事務を遂行するにあたつては、

第 1 項に規定する国の責務が十分に果た

されることとなるように、相互に協力し

なければならない。 

4 指定行政機関の長及び指定地方行政機関

の長は、この法律の規定による都道府県

及び市町村の地域防災計画の作成及び実

施が円滑に行なわれるように、その所掌

事務について、当該都道府県又は市町村

に対し、勧告し、指導し、助言し、その

他適切な措置をとらなければならない。 

（都道府県の責務） 

第 4 条 都道府県は、基本理念にのつと

り、当該都道府県の地域並びに当該都道

府県の住民の生命、身体及び財産を災害

から保護するため、関係機関及び他の地

方公共団体の協力を得て、当該都道府県

の地域に係る防災に関する計画を作成

し、及び法令に基づきこれを実施すると

ともに、その区域内の市町村及び指定地

方公共機関が処理する防災に関する事務

又は業務の実施を助け、かつ、その総合

調整を行う責務を有する。 

2 都道府県の機関は、その所掌事務を遂行

するにあたつては、前項に規定する都道
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府県の責務が十分に果たされることとな

るように、相互に協力しなければならな

い。 

（市町村の責務） 

第 5 条 市町村は、基本理念にのつとり、

基礎的な地方公共団体として、当該市町

村の地域並びに当該市町村の住民の生

命、身体及び財産を災害から保護するた

め、関係機関及び他の地方公共団体の協

力を得て、当該市町村の地域に係る防災

に関する計画を作成し、及び法令に基づ

きこれを実施する責務を有する。 

2 市町村長は、前項の責務を遂行するた

め、消防機関、水防団その他の組織の整

備並びに当該市町村の区域内の公共的団

体その他の防災に関する組織及び自主防

災組織の充実を図るほか、住民の自発的

な防災活動の促進を図り、市町村の有す

る全ての機能を十分に発揮するように努

めなければならない。 

3 消防機関、水防団その他市町村の機関

は、その所掌事務を遂行するにあたつて

は、第一項に規定する市町村の責務が十

分に果たされることとなるように、相互

に協力しなければならない。 

●第 2 章 防災に関する組織 

第一節 中央防災会議 

（中央防災会議の設置及び所掌事務） 

第 11 条 内閣府に、中央防災会議を置く。 

（中央防災会議の組織） 

第 12 条 中央防災会議は、会長及び委員を

もつて組織する。 

2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。 

第二節 地方防災会議 

（都道府県防災会議の設置及び所掌事務） 

第 14 条 都道府県に、都道府県防災会議を

置く。 

 

 

（都道府県防災会議の組織） 

第 15 条 都道府県防災会議は、会長及び委

員をもつて組織する。 

2 会長は、当該都道府県の知事をもつて充

てる。 

（市町村防災会議） 

第 16 条 市町村に、当該市町村の地域に係

る地域防災計画を作成し、及びその実施

を推進するほか、市町村長の諮問に応じ

て当該市町村の地域に係る防災に関する

重要事項を審議するため、市町村防災会

議を置く。 

（地方防災会議の協議会） 

第 17 条 都道府県相互の間又は市町村相互

の間において、当該都道府県又は市町村

の区域の全部又は一部にわたり都道府県

相互間地域防災計画又は市町村相互間地

域防災計画を作成することが必要かつ効

果的であると認めるときは、当該都道府

県又は市町村は、協議により規約を定

め、都道府県防災会議の協議会又は市町

村防災会議の協議会を設置することがで

きる。 

2 前項の規定により協議会を設置したとき

は、都道府県防災会議の協議会にあつて

は内閣総理大臣に、市町村防災会議の協

議会にあつては都道府県知事にそれぞれ

届け出なければならない。 

（都道府県災害対策本部） 

第 23 条 都道府県の地域について災害が発

生し、又は災害が発生するおそれがある

場合において、防災の推進を図るため必

要があると認めるときは、都道府県知事

は、都道府県地域防災計画の定めるとこ

ろにより、都道府県災害対策本部を設置

することができる。 

2 都道府県災害対策本部の長は、都道府県

災害対策本部長とし、都道府県知事をも

つて充てる。 
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（市町村災害対策本部） 

第 23 条の 2 市町村の地域について災害が

発生し、又は災害が発生するおそれがあ

る場合において、防災の推進を図るため

必要があると認めるときは、市町村長

は、市町村地域防災計画の定めるところ

により、市町村災害対策本部を設置する

ことができる。 

2 市町村災害対策本部の長は、市町村災害

対策本部長とし、市町村長をもつて充て

る。 

 

第 3 節 非常災害対策本部及び緊急災害対

策本部 

（非常災害対策本部の設置） 

第 24 条 非常災害が発生した場合におい

て、当該災害の規模その他の状況により

当該災害に係る災害応急対策を推進する

ため特別の必要があると認めるときは、

内閣総理大臣は、内閣府設置法第 40 条第

2 項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に

非常災害対策本部を設置することができ

る。 

2 内閣総理大臣は、非常災害対策本部を置

いたときは当該本部の名称、所管区域並

びに設置の場所及び期間を、当該本部を

廃止したときはその旨を、直ちに、告示

しなければならない。 

（非常災害対策本部の組織） 

第 25 条 非常災害対策本部の長は、非常災

害対策本部長とし、国務大臣をもつて充

てる。 

（緊急災害対策本部の設置） 

第 28 条の 2 著しく異常かつ激甚な非常災

害が発生した場合において、当該災害に

係る災害応急対策を推進するため特別の

必要があると認めるときは、内閣総理大

臣は、内閣府設置法第 40 条第 2 項の規定

にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内

閣府に緊急災害対策本部を設置すること

ができる。 

（緊急災害対策本部の組織） 

第 28 条の 3 緊急災害対策本部の長は、緊

急災害対策本部長とし、内閣総理大臣

（内閣総理大臣に事故があるときは、そ

のあらかじめ指名する国務大臣）をもつ

て充てる。 

●第 5 章 災害応急対策 

第二節 警報の伝達等 

（発見者の通報義務等） 

第 54 条 災害が発生するおそれがある異常

な現象を発見した者は、遅滞なく、その

旨を市町村長又は警察官若しくは海上保

安官に通報しなければならない。 

2 何人も、前項の通報が最も迅速に到達す

るように協力しなければならない。 

3 第一項の通報を受けた警察官又は海上保

安官は、その旨をすみやかに市町村長に

通報しなければならない。 

4 第一項又は前項の通報を受けた市町村長

は、地域防災計画の定めるところによ

り、その旨を気象庁その他の関係機関に

通報しなければならない。 

（都道府県知事の通知等） 

第 55 条 都道府県知事は、法令の規定によ

り、気象庁その他の国の機関から災害に

関する予報若しくは警報の通知を受けた

とき、又は自ら災害に関する警報をした

ときは、法令又は地域防災計画の定める

ところにより、予想される災害の事態及

びこれに対してとるべき措置について、

関係指定地方行政機関の長、指定地方公

共機関、市町村長その他の関係者に対

し、必要な通知又は要請をするものとす

る。 
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（市町村長の警報の伝達及び警告） 

第 56 条 市町村長は、法令の規定により災

害に関する予報若しくは警報の通知を受

けたとき、自ら災害に関する予報若しく

は警報を知つたとき、法令の規定により

自ら災害に関する警報をしたとき、又は

前条の通知を受けたときは、地域防災計

画の定めるところにより、当該予報若し

くは警報又は通知に係る事項を関係機関

及び住民その他関係のある公私の団体に

伝達しなければならない。この場合にお

いて、必要があると認めるときは、市町

村長は、住民その他関係のある公私の団

体に対し、予想される災害の事態及びこ

れに対してとるべき避難のための立退き

の準備その他の措置について、必要な通

知又は警告をすることができる。 

（市町村長の避難の指示等） 

第 60 条 災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合において、人の生命又は身

体を災害から保護し、その他災害の拡大

を防止するため特に必要があると認める

ときは、市町村長は、必要と認める地域

の居住者等に対し、避難のための立退き

を勧告し、及び急を要すると認めるとき

は、これらの者に対し、避難のための立

退きを指示することができる。 

2 前項の規定により避難のための立退きを

勧告し、又は指示する場合において、必

要があると認めるときは、市町村長は、

その立退き先として指定緊急避難場所そ

の他の避難場所を指示することができ

る。 

3 災害が発生し、又はまさに発生しようと

している場合において、避難のための立

退きを行うことによりかえつて人の生命

又は身体に危険が及ぶおそれがあると認

めるときは、市町村長は、必要と認める

地域の居住者等に対し、屋内での待避そ

の他の屋内における避難のための安全確

保に関する措置（以下「屋内での待避等

の安全確保措置」という。）を指示する

ことができる。 

4 市町村長は、第一項の規定により避難の

ための立退きを勧告し、若しくは指示

し、若しくは立退き先を指示し、又は前

項の規定により屋内での待避等の安全確

保措置を指示したときは、速やかに、そ

の旨を都道府県知事に報告しなければな

らない。 

（警察官等の避難の指示） 

第 61 条 前条第一項又は第 3 項の場合にお

いて、市町村長が同条第一項に規定する

避難のための立退き若しくは屋内での待

避等の安全確保措置を指示することがで

きないと認めるとき、又は市町村長から

要求があつたときは、警察官又は海上保

安官は、必要と認める地域の居住者等に

対し、避難のための立退き又は屋内での

待避等の安全確保措置を指示することが

できる。 

2 前条第 2 項の規定は、警察官又は海上保

安官が前項の規定により避難のための立

退きを指示する場合について準用する。 

3 警察官又は海上保安官は、第一項の規定

により避難のための立退き又は屋内での

待避等の安全確保措置を指示したとき

は、直ちに、その旨を市町村長に通知し

なければならない。 
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6 消防法 

 

●第 5 章 火災の警戒 

第 22 条 気象庁長官、管区気象台長、沖縄

気象台長、地方気象台長又は測候所長

は、気象の状況が火災の予防上危険であ

ると認めるときは、その状況を直ちにそ

の地を管轄する都道府県知事に通報しな

ければならない。 

2 都道府県知事は、前項の通報を受けたと

きは、直ちにこれを市町村長に通報しな

ければならない。 

3 市町村長は、前項の通報を受けたとき又

は気象の状況が火災の予防上危険である

と認めるときは、火災に関する警報を発

することができる。 

4 前項の規定による警報が発せられたとき

は、警報が解除されるまでの間、その市

町村の区域内に在る者は、市町村条例で

定める火の使用の制限に従わなければな

らない。 

 

7 水防法 

 

●第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この法律は、洪水、雨水出水、津波

又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、

及びこれによる被害を軽減し、もつて公共

の安全を保持することを目的とする。 

（定義） 

第 2 条  

8 この法律において「水防警報」とは、洪水、

津波又は高潮によつて災害が発生するお

それがあるとき、水防を行う必要がある旨

を警告して行う発表をいう。 

●第 3 章 水防活動 

（河川等の巡視） 

第 9 条 水防管理者、水防団長又は消防機関

の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津

波防護施設（津波防災地域づくりに関する

法律（平成 23 年法律第 123 号）第 2 条第

10 項に規定する津波防護施設をいう。以下

この条において同じ。）等を巡視し、水防上

危険であると認められる箇所があるとき

は、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護

施設等の管理者に連絡して必要な措置を

求めなければならない。 

（国の機関が行う洪水予報等） 

第 10 条 気象庁長官は、気象等の状況によ

り洪水、津波又は高潮のおそれがあると認

められるときは、その状況を国土交通大臣

及び関係都道府県知事に通知するととも

に、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社

その他の報道機関（以下「報道機関」とい

う。）の協力を求めて、これを一般に周知さ

せなければならない。 

2 国土交通大臣は、2 以上の都府県の区域に

わたる河川その他の流域面積が大きい河

川で洪水により国民経済上重大な損害を

生ずるおそれがあるものとして指定した

河川について、気象庁長官と共同して、洪

水のおそれがあると認められるときは水

位又は流量を、はん濫した後においては水

位若しくは流量又ははん濫により浸水す

る区域及びその水深を示して当該河川の

状況を関係都道府県知事に通知するとと

もに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、

これを一般に周知させなければならない。 

3 都道府県知事は、前二項の規定による通

知を受けた場合においては、直ちに都道府

県の水防計画で定める水防管理者及び量

水標管理者（量水標等の管理者をいう。以

下同じ。）に、その受けた通知に係る事項

（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮

に係る事項に限る。）を通知しなければな

らない。 

  

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/423AC0000000123_20150801_000000000000000
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/423AC0000000123_20150801_000000000000000
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/423AC0000000123_20150801_000000000000000#16
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/423AC0000000123_20150801_000000000000000#16
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（都道府県知事が行う洪水予報） 

第 11 条 都道府県知事は、前条第 2 項の規

定により国土交通大臣が指定した河川以

外の流域面積が大きい河川で洪水により

相当な損害を生ずるおそれがあるものと

して指定した河川について、洪水のおそれ

があると認められるときは、気象庁長官と

共同して、その状況を水位又は流量を示し

て直ちに都道府県の水防計画で定める水

防管理者及び量水標管理者に通知すると

ともに、必要に応じ報道機関の協力を求め

て、これを一般に周知させなければならな

い。 

2 都道府県知事は、前項の規定による指定

をしようとするときは、気象庁長官に協議

するものとする。 

（水防警報） 

第 16 条 国土交通大臣は、洪水、津波又は

高潮により国民経済上重大な損害を生ず

るおそれがあると認めて指定した河川、湖

沼又は海岸について、都道府県知事は、国

土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸

以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又

は高潮により相当な損害を生ずるおそれ

があると認めて指定したものについて、水

防警報をしなければならない。 

2 国土交通大臣は、前項の規定により水防

警報をしたときは、直ちにその警報事項を

関係都道府県知事に通知しなければなら

ない。 

3 都道府県知事は、第一項の規定により水

防警報をしたとき、又は前項の規定により

通知を受けたときは、都道府県の水防計画

で定めるところにより、直ちにその警報事

項又はその受けた通知に係る事項を関係

水防管理者その他水防に関係のある機関

に通知しなければならない。 

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一

項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定

したときは、その旨を公示しなければなら

ない。 

 

 


